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資料２－６ 議案第２２７号 
 

 

大山町ピッコロ・スクエア周辺地区市街地再開発事業 

に係る都市計画の概要 

 

１ 第一種市街地再開発事業 

土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図ることにより、補助

第 26 号線の西側地域の交流とにぎわいの拠点の形成を目指すため、第一種市街

地再開発事業の都市計画決定を行う。 

●名称：大山町ピッコロ・スクエア周辺地区第一種市街地再開発事業 

●施行面積：約 1.3ha 

●建築敷地・建築物： 

 ●公共施設 

 ●整備イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

街区 建築敷地面積 建築面積 延床面積 主要用途 
建築物の 

高さの限度 

Ａ街区 約 6,330 ㎡ 約 4,000 ㎡ 約 42,660 ㎡ 
住宅、店舗、 

駐車場 
107ｍ 

Ｂ街区 約 2,710 ㎡ 約 1,530 ㎡ 約 28,460 ㎡ 
住宅、店舗、 

駐車場 
107ｍ 

種別 

種別 

名称 幅員、面積等 

区画街路 

区画道路３号 
幅員８～10ｍ 

（一部４～５ｍ） 

区画道路５・６号 幅員６ｍ 

区画道路７号 幅員８ｍ 

公園 
公園１号 約 830 ㎡ ※Ｄ街区 

公園２号 約 310 ㎡ ※Ｃ街区 

A 街区 

B 街区 

※現在検討中のものであり、 
今後変更となる可能性があります。 
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２ 地区計画 

駅近接の商業地及び住宅地からなる市街地において、にぎわいのある商業地

と安全・安心で良好な住環境を維持するとともに、公共施設等の整備や土地の合

理的かつ健全な高度利用により、補助第 26 号線の西側地域の交流とにぎわいの

拠点の形成を目指すため、地区計画を変更する。 

●概要 

（大山町ピッコロ・スクエア周辺地区市街地再開発事業に関わる内容を抜粋） 

名称 大山駅西地区地区計画 

位置 板橋区大山町及び大山金井町各地内 

面積 約 17.3ha 

地区計画の 

目標 

・安心・安全なまちづくり 

・にぎわいのあるまちづくり 

区域の整備・ 

開発及び保全 

に関する方針 

土地利用の

方針 

補助第 26 号線の西側地域に人の流れを引き込み、交流・に

ぎわいを維持するための拠点の形成を図る。また、地区の防

災性の向上やにぎわいの創出のために道路や公園・広場等の

整備を行う。 

地区施設の

整備の方針 

新たな土地利用を支える公共施設等を計画的に整備するた

め、区画道路、公園・広場、歩道状空地を配置する。 

建築物等の

整備の方針 

土地の合理的かつ健全な高度利用により、各種都市機能の集

積を図るとともに安全で快適な空間を創出するため、用途の

制限、壁面の位置の制限、建築物の敷地面積の最低限度、建

築物の高さの最高限度等を定める。 

地区整備計画 

〇地区施設 
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地区整備計画 

◇広場３号の整備イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇建築物等用途の制限 

以下の用途を制限する。 

１ 性風俗店 

２ 馬券・車券販売所 

３ ぱちんこ屋 

４ 右図に示す用途の制限がかか

る敷地において建築物の地上

１階の当該道路に面する部分

を住宅、共同住宅、倉庫業を営

む倉庫等の用途に供するもの 

※現在検討中のものであり、 
今後変更となる可能性があります。 

建築物等の地上 1階 
部分の用途の制限 

配置図 

上記配置図の矢印の位置から見た広場３号のイメージ図 
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地区整備計画 

〇建築物の敷地面積の最低限度 

拠点地区 c：２，０００㎡ 

拠点地区 d：  －  ㎡ 

 

〇建築物等の高さの最高限度 

拠点地区 c：１０７ｍ 

拠点地区 d： ３５ｍ 

〇壁面の位置の制限 

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から

道路境界線までの距離は 2ｍ以上とする。 

 

 

 

 

 

３ 高度利用地区 

大山町ピッコロ・スクエア周辺地区第一種市街地再開発事業の決定に伴い、土

地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るため、高度利用地区を

変更する。 

街区・ゾーン 
容積率 建ぺい率 

従前 従後 従前 従後 

A 街区 

A-1 ゾーン 300% 400% 60% 
40% 

(60%)1 

A-2 ゾーン 500% 600% 80% 
60% 

(80%)1 

B 街区 500% 750% 80% 
60% 

(80%)1 
※( )1： 

・建ぺい率 60％の地域は、建築基準法に基づく準防火地域内の耐火・準耐火建築物による緩和（+10％）、

及び街区の角にある敷地にある建築物による緩和（+10％）あり 

・建ぺい率 80％の地域は、建築基準法に基づく防火地域内の耐火建築物による緩和（+20％）あり 

 

 

 

 

 

 

 

：壁面の位置の制限 

（道路境界より 2ｍ以上） 
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４ 高度地区、防火地域及び準防火地域 

大山町ピッコロ・スクエア周辺地区第一種市街地再開発事業の決定に伴い、市

街地環境と土地利用上の観点から検討した結果、高度地区を変更する。また、都

市防災上の観点から検討した結果、防火地域及び準防火地域を変更する。 

 
高度地区 防火地域及び準防火地域 

従前 従後 従前 従後 

① 
35ｍ第三種 

高度地区 

高度地区の 

指定なし 
準防火地域 防火地域 

②・③ 
45ｍ 

高度地区 

高度地区の 

指定なし 
防火地域 防火地域 

 


